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国税犯則取締法 

 国税犯則調査は、国税の公平確実な賦課徴収という行政目的を実現するため、国税についての犯則（脱税等）が疑われる場合に、

国税職員が実施する調査。担当の国税職員は、通常の税務調査とは異なる権限に基づき証拠を発見・収集し、刑事責任を追及すべ

き案件と判断した場合には検察官へ告発を行う。国税局査察部が所得税や法人税の脱税等に対して行う査察調査がその代表例。 

【酒税等の間接国税】 強制調査 

（臨検、捜索、差押） 

犯則調査手続を定める他の法律 

関税法 （関税の脱税等） 

金融商品取引法 （インサイダー取引等） 

独占禁止法 （カルテル等） 
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■ 査察調査の着手・告発件数等（平成27年度） 

着手件数 処理件数 告発件数 告発率 
脱税総額 
（告発分） 

1件当たり脱税額 

（告発分） 

全国 189 181 115 63.5％                  11,204 百万円     97 百万円 

うち東京国税局 

 

71 
 

68 
 

43 63.2％      4,151 百万円     97 百万円 

査察調査の状況 

■ 東京国税局査察部における記録媒体の差押え点数等（平成27年度）    

電磁的記録の記録媒体の差押点数 

  合   計      ４，２９８ 点  

 （内訳） ＵＳＢ      ９４９ 点 

      Ｃ Ｄ      ７１３ 点 

      パソコン・ＨＤ  ６７６ 点 

      携帯電話     ４９４ 点       

 解析を行ったパソコン・ＨＤの点数・容量 

    点  数 ：    ４２８点 

    容  量 ：    １８１ＴＢ 

   

（注）着手件数とは、強制調査に着手した件数。 

   処理件数とは、検察官への告発の可否を最終的に判断した件数。 

※主なもの 
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パソコンの差押えは可能だが、
サーバ上のメールデータは差押許
可状の対象外 

脱税への関与を否定 

犯則調査において電磁的記録に関する証拠収集に問題が生じる事例（１） 

犯則嫌疑者による脱税の指示を示す電子メールがプロバイダ等のサーバに保管されている事例 

○ 犯則嫌疑者Ｘは脱税の指示をウェブメールにより従業員Ｙに指示。

○ しかし犯則嫌疑者Ｘ・従業員Ｙともに脱税への関与を否定。

○ ウェブメールは犯則嫌疑者Ｘの所持するパソコンではなく、プロバイダのサーバに保管されている。

○ 犯則嫌疑者Ｘの犯意を立証するには、ウェブメールの証拠化が必要。

犯則嫌疑者Ｘ 

従業員Ｙ ④ 

③ 

⑤ 

脱税の主導を否定 

⑥ パソコン内にメールが保管されていないため、
そのダウンロード等を要請（任意）

⑦ ダウンロード等を拒否

裁判所からの許可状に基づきパソコン内を 
確認し、ウェブメールを発見 

Ｘからのメールによる指示に
従っていた旨を主張 
なお、メールは削除済 

経理は従業員任せである旨
主張 

⑧ 

○ 仮にパソコン等を差押えても、ウェブメー
ルの証拠収集は不可能 

○ 新たに許可状を取得して、プロバイダ
のサーバを差押えることも考えられるが、
その間に証拠が隠滅（ウェブメールが削
除）されれば、犯意の立証が困難となる

プロバイダの 
サーバ 

パソコン内に 
メールの保管なし 

メールはプロバイダの
サーバ上に保管 

裁判官 
捜索等の対象と
なる物件やその
所在地を特定し
て許可状を請求 

① 

捜索等が許され
る物件や場所が
特定された許可
状を取得 

② 

査察官 
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許可状請求 

犯則嫌疑者Ｚ 

犯則調査において電磁的記録に関する証拠収集に問題が生じる事例（２） 

脱税の証拠となる電子ファイルがクラウド上に保管されている事例 

○ 犯則嫌疑者Ｚは、真実の取引を記録した書類をすべて破棄。

○ その一方で、その電子ファイルをクラウド事業者が提供するサーバ上に保存。

○ Ｚが利用するクラウド事業者は特定できたものの、Ｚは電子ファイルのダウンロード等を拒否。

○ 脱税金額を確定するためには、その電子ファイルの証拠化が必要。

査察官 

クラウド事業者 

④ 

③ 裁判所からの許可状に基づく捜索

真実の取引を記録した書類は発見されず。 

供述等からクラウド事業者が管理するサーバに
電子ファイルが保管されていると判明。 

電子ファイルのダウンロード等を要請（任意） 

ダウンロード等を拒否⑤ サーバの差押えは可能だが、
その物理的な場所の特定が
できない 

真実の取引 
のデータ 

仮に場所が特定できても、複数のサーバに分散して保管され 
ている場合、又は保管されているシステムの操作に専門的な 
知識・技術が必要な場合に、差押えは事実上困難 

○ 取引データが保管されているサーバ
の差押えが不可能であり、犯則金額の
確定が困難となる

パソコンの差押えは可能だ
が、サーバ上のデータは差
押許可状の対象外 

⑦ 

裁判官 ① 

② 許可状取得 

⑥
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平成 2 3年  刑事訴訟法の改正の概要（サイバー関係の法整備）

 近年、増加傾向にあったコンピュータ・ウイルスによる攻撃やコンピュータ・ネットワークを悪用した犯
罪などのサイバー犯罪に適切に対処するため、コンピュータ・ウイルス作成罪の新設などの罰則の整
備などとともに、ＩＣＴの発展に対応できる捜査手続の整備（刑事訴訟法の改正）が行われた。 

概 要 

捜査手続の整備（刑事訴訟法の改正） 

（出典）法務省ＨＰ資料から作成 
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